
旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定制度実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は，環境に配慮し，一般廃棄物の発生抑制等に積極的に取り組む市内の

事業所を，「旭川市ごみ減量等推進優良事業所（以下「優良事業所」という。）」とし

て認定し，その活動を広く周知することで，事業者及び市民の意識高揚を図り，循環型

社会の形成を目指すことを目的とする。

（対象となる者）

第２条 この要綱の対象となる者は，市内の事業所，市内に複数の事業所を有する事業者

または市内事業者によって構成される団体であって，一般廃棄物の発生抑制，再使用，

再生利用及び環境配慮製品の活用等に積極的に取り組む者とする。

（欠格事項）

第３条 以下の者は，この要綱の対象としない。

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本市条例規則並びにその他の生活環境の保

全を目的とする法令に違反した者

（２）その他，市長が認定することが適当でないと認める者

（申請）

第４条 優良事業所の認定を受けようとする者は，旭川市ごみ減量等推進事業所認定申請

書（様式第１号）により市長に申請する。

２ 前項に定める申請は，旭川市が定める期間内に行わなければならない。

（認定）

第５条 市長は，前条に定める申請があった場合，その内容を審査し，別表に示す旭川市

ごみ減量等推進優良事業所認定基準（以下「認定基準」という。）を満たしていると認

められる事業所を優良事業所として認定する。

２ 認定は，取組内容に応じてランクごとに行うこととし，認定ランクは，ゴールド，シ

ルバー，ブロンズの３段階とする。

３ 優良事業所のうち，ゴールド認定を行うために審査会を設置する。

４ 審査会は，次の各委員により構成し，別に定める審査要領に基づき審査を行うものと

する。

(1) 市職員

(2) 学識経験者

(3) 経済産業団体関係者

(4) 消費者団体関係者

(5) 廃棄物処理業界関係者



５ 市長は，優良事業所に対し，別に定める認定証及びステッカーを交付するものとする。

（有効期間）

第６条 認定の有効期間は，認定を受けた日から起算して３年間とする。

（認定の更新）

第７条 認定を更新しようとする優良事業所は前条に定める有効期間の終了する日まで

に更新に係る申請を行わなければならない。

２ 前項で定める申請は，第４条第２項に定める期間内に行わなければならない。

（調査）

第８条 市長は，優良事業所認定審査にあたり，現地調査を行うことができる。

２ 市長は，優良事業所における活動状況を把握するため現地調査を行うことができる。

３ 第１項及び前項で定める調査は，事業所の了解のもとに行われるものとする。

（優良事業所）

第９条 優良事業所は，第５条に定める認定証とステッカーを事業所内の見やすい場所に

掲示するものとする。

２ 優良事業所は，当該認定を受けた活動を継続的に行うとともに，その活動内容を自ら

他の事業者及び市民に周知するよう努めることとする。

３ 優良事業所は，別に定める認定マークを自ら製作する名刺・パンフレット等に使用す

ることができる。

（優良事業所への支援）

第 10 条 市長は，優良事業所の名称，活動内容その他の事項について，ホームページにお

ける広報を行うほか，各種媒体による広報活動を行うことにより，その活動を支援する。

２ 市長は，優良事業所に係る活動を促進するため，可能な支援を行うことができる。

（認定の取消し）

第 11 条 市長は，優良事業所が事業を廃止または休止したとき，第３条に定める欠格事項

に該当するとき，第５条に定める認定基準を満たさないものと認められるとき，第７条

に定める認定の更新を行わないとき，その他認定が適当でないと認めるときは，当該認

定を取り消すことができる。

２ 認定の取消しにあたって，市長は，当該事業所に対し，取消しの理由を文書で通知す

るものとする。

３ 第１項の規定により認定を取り消された事業所は，速やかに第５条に定める認定証及

びステッカーを市長に返納し，第９条第３項に定める認定マークの使用を中止しなけれ

ばならない。



（認定式）

第 12 条 市長は，優良事業所のうちゴールド認定を受けた者に対し，認定式を行うものと

する。

（その他）

第 13 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この要綱は，平成１９年１１月１２日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２０年 ８月 ５日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２１年 ６月 １日から施行する。

附 則

この要綱は，令和 ２年 ７月 ７日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，令和 ３年 ５月２４日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の改正以前に認定を受けた者の第６条に規定する有効期間については，

２年間から３年間に変更する。



別表（第５条関係）

旭川市ごみ減量等推進優良事業所認定基準

区 分 要 件 ブロンズ シルバー ゴールド

１．発生・排

出抑制（リデ

ュース）の取

組

① 詰め替え品の利用 １項目以

上取り組

んでいる

４項目以

上取り組

んでいる

シルバー認

定の要件を

全て満た

し，

審査会にお

け る 審 査

で，特に優

秀な取組を

行っている

と認められ

る

② 使い捨て品の利用抑制

③ マイカップ利用推奨

④ 紙の使用機会の抑制

⑤ 紙の発生量抑制の工夫

⑥ 生ごみの発生量抑制の工夫

⑦ 食品残渣を減らす取組

⑧ 在庫を抱えない工夫

２．再使用（リ

ユース）の取

組

① 消耗品の再利用の工夫 １項目以

上取り組

んでいる

２項目以

上取り組

んでいる
② 備品類の融通の工夫

③ 物品納入時の工夫

３．分別・再

生活用（リサ

イクル）の取

組

① 基本的分別の徹底と工夫 ①を含む

１項目以

上取り組

んでいる

①を含む

２項目以

上取り組

んでいる

② メーカー回収や自主回収の活用

③ 生ごみリサイクルの実施

４．資源循環

に関する取組

① 再生品の積極利用 なし １項目以
上取り組
んでいる② 再生品の積極提供

５．顧客や取

引先に対する

取組

① 顧客へのごみ排出量抑制の工夫 なし １項目以

上取り組

んでいる
② 顧客へのリユース・リサイクル機会の提供

③ 簡易包装の取組

④ 紙の発生抑制への協力

６．事業所内

でのごみ減量

化や環境美化

に向けた取組

① 適切な廃棄物の保管，管理 ①を含む

１項目以

上取り組

んでいる

①②を含

む３項目

以上取り

組んでい

る

② ごみの発生量，資源化率の把握

③ ごみ減量化・資源化に関する責任者の設置

④ 物品調達・管理の工夫

⑤ 組織的なごみ減量に取組む体制

⑥ 環境に係わる学習の実施

⑦ 修理・修繕（リペア）の取組

⑧ 環境に係わる取組の情報発信

⑨ 地域との連携や貢献

７．各種施策

への協力状況

① 廃棄物処理を正しく行っている ①②に必

ず取り組

んでいる

①②に必

ず取り組

んでいる
② 多量排出事業者の場合，計画書提出等を行

っている

③ その他，市が行う施策に協力している


